
 

令和７年度 第４回長岡警察署協議会議事概要  

 

 

開催日時  令和８年２月19日（木）午後１時30分から午後３時10分まで 

開催場所  長岡警察署講堂 

 

 

 

 

出 席 者 

 

 

 

 

 

委      員
 

（定数15人）
 

 

 

佐藤会長 酒井副会長 麻生委員 片野委員  

葛綿委員 小池委員 近藤委員 須栗委員 

高橋委員 田中委員 星野(勇)委員  

星野（麻）委員 宮委員 山碕委員 

 

計14人 

警   察 

 

松川署長 榎本副署長 𠮷田地域官 青木刑事官 

恩田警務課長 大久保生活安全課長  

池上交通課長 齋藤警備課長 

 

計８人 

 

管内の治安情勢 

 署長から、令和７年12月末現在の管内の治安情勢について、資料に基づき説明があっ

た。 

前回の答申事項に対する業務推進状況 

署長から、前回答申した重点推進項目の取組状況について説明があった。 

１ 地域の犯罪情勢に即した犯罪抑止活動の推進 

(1) 特殊詐欺被害防止対策の強化 

関係機関・団体と連携した抑止３本柱対策の推進 

ア 犯人から電話を受けない対策 

懸垂幕・バナースタンドの寄贈式と広報啓発活動 

国際電話の利用休止受付ブースの設置 

イ だまされないための対策 

年金支給日等における被害防止広報 

各種被害防止広報 

ウ だまされたとしても犯人に金を渡さない対策 

特殊詐欺被害未然防止功労者に対する表彰 

２ 悪質・重要犯罪、組織犯罪対策の強化 

 (1) 重要犯罪・重要窃盗犯罪の検挙活動の強化 



ア 不同意性交等被疑者の検挙 

イ 窃盗（更衣室荒し）被疑者の検挙 

ウ 窃盗（部品ねらい）被疑者の検挙 

３ 交通事故防止対策の推進 

 (1) 冬の交通事故防止運動の取組 

ア 商業施設において買い物客に交通事故防止広報を実施 

イ 長岡駅周辺の飲食店を訪問し、飲酒運転根絶を呼びかけ 

 (2) ＦＭながおかの収録において交通事故防止広報を実施 

 (3) イベント会場における広報活動 

白バイ・パトカー展示、交通事故防止・飲酒運転防止広報を呼びかけ 

 (4) 戸別訪問による広報活動 

防犯・交通安全講話を実施した後、戸別訪問により交通事故防止等を呼びかけ 

 (5) 高齢者に対する交通安全広報 

   コミュニティセンター、スーパーマーケットにおける交通安全広報を実施 

 (6) 園児に対する交通安全教室の開催 

   交通安全ダンスや宝箱を活用した反射材プレゼント等、交通ルールを園児に理 

解してもらうための取組を実施 

 (7) 交通安全教室実施状況（令和７年12月末現在） 

諮問 

 署長から、当面の重点推進事項について次のとおり諮問があった。 

１ 特殊詐欺防止対策の強化（抑止３本柱対策の推進） 

 (1) 犯人からの電話を受けない対策 

 (2) だまされないための対策 

 (3) だまされたとしても犯人に金を渡さないための対策 

２ 悪質・重要犯罪、特殊詐欺等組織犯罪の検挙活動の強化 

３ 総合的な交通事故防止対策の強化 

通学路・生活道路及び安全教育・広報面への対策強化 

４ 適正捜査の推進 

 (1) 鑑識資料・防犯カメラ等客観的証拠の収集 

 (2) 警察本部・検察庁と連携した事実の認定 

 (3) 幹部によるチェック機能の強化 

答申 

質疑の後、長岡警察署協議会として協議、検討した結果、諮問のとおり推進するよ

う答申した。 

 

 

 

 



 意見・要望・質疑等（○は署長等の説明） 

１ 諮問事項に対する意見、要望、質疑 

 (1) 特殊詐欺の被害者は高齢者が多いのか伺う。 

  〇 年代に偏りはなく、幅広い年代の方が被害に遭っています。 

 (2) 特殊詐欺の事例集等を公表した方が良いと思われるが、意見を伺う。 

  〇 特殊詐欺の手口は、ＦＭながおか等で一部を発信しています。今後は、事例 

集の作成と公表を検討します。 

(3) 特殊詐欺等の犯罪は、お金がある人が狙われているのか、またその情報はどの 

  様にして知り得るのかについて伺う。 

  〇 犯罪グループの主な手口は、手当たり次第に電話を掛けて、お金が何処にあ 

   るのか、どの位持っているのかを探っていると思われます。 

 (4) マーキングは、どういう意味で、どういう効果を狙ったものかを伺う。 

  〇 一例ですが、石積みがある、見慣れないマークが付けられている家は高齢者 

   世帯等という様に、犯罪グループが家族構成や留守の時間帯を把握するために 

下見をし、目印として使われている可能性があります。同様なものを見つけた 

場合、警察に通報してください。  

２ その他の質疑 

 (1) 今年４月から、本格的に自転車の交通指導取締りが始まるが、少年も取締り対 

  象かを伺う。 

  〇 取締りは、16歳以上が対象です。まずは指導警告を原則として実施します 

が、悪質な違反等は指導警告を要さない場合があります。 

 速度等取締り指針の策定  

 交通課長から、交通事故発生実態に応じた速度等取締りを実施する旨の説明があり、

了承した。 

その他  

 協議会開催状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


